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【取組の内容】 

１ 取組事例名 

学生地域おこし協力隊 

  

    

２ 取組期間 

平成２８年９月から 

    

３ 取組概要 

地域おこし協力隊員の種別を「一般隊員」及び「学生隊員」の２本立てとすることにより、学業と両立させなが

ら現役大学生等の地域活動への参画を図った。 

    

４ 背景・目的 

本市では、市外の若者を地域おこし協力隊として委嘱することによって、若者ならではの活力と外からの視点に

よって地域の活性化を図るため、平成２８年に「筑西市地域おこし協力隊設置要綱」を制定した。 

その当時、都内等の大学生が定期的に本市を訪れ、地域住民との交流やイベントへの参加等の機会が増えてきた

状況だった。 

これらの人材を本市へ定着させる取組の一環として、学業と地域おこし活動の両立が可能な「学生協力隊員」を

制度化した。 
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５ 取組の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 要 （平成２１年３月３１日付け総行応第３８号総務事務次官通知）（抜粋） 

第２事業概要 
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学生のニーズ、課題 

・一つ地域に深く関わりたいが、受皿がみつからない。 

・地域に関わる手段として「地域おこし協力隊」があ

るが、学業との両立は困難である。 

筑西市のニーズ、課題 

・若者の活力を地域の中に取り込みたい 

・若者の定住定着を図りたい 

 

『『『『学生協力隊学生協力隊学生協力隊学生協力隊員員員員』』』』をををを制度化制度化制度化制度化    

『学生協力隊員』とは 

一般隊員       学生隊員 

・ひと月あたりの活動日数 ２０日（週５日程度） ８日（週末の活動を想定） 

・ひと月あたりの報償費  １６６，０００円   ６６，４００円 

・年間の活動支援費    ４００，０００円   １６０，０００円  

・地域に定着するための支援（家賃の補助）等については一般隊員と同程度を補助 

『学生協力隊員』制度化に至るまで 

制
度
設
計
に
つ
い
て
は
、 

自
治
体
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。 

 
総務省「地域おこし協力隊の概要」から一部抜粋 

「地域おこし協力隊」とは 
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６ 特徴（独自性・新規性・工夫した点） 

学生が地域おこし協力隊に着任する事例は全国に数多くある。しかし、そういった事例の多くが大学を休学して着任するケー

スや、大学と自治体が組織的に連携した取り組みがほとんどであると考えられる。 

本市では、学業との両立が可能で、条件さえ整えば現役学生の誰でも応募が可能な「学生協力隊員」を制度化した。 

 

７ 取組の効果・費用 

・応募や問い合わせの増加 

学業との両立が可能となったことから、それまで応募を控えていた学生からの応募があった。 

・注目度の向上 

現役学生の地域おこし協力隊員ということで、その活動が注目を集めることとなった。 

・限られた予算内での人材確保 

一般隊員２人分の予算で、学生隊員３人が委嘱できる。 

・所属大学等への波及効果 

学生隊協力隊員が所属している大学やゼミ、サークル等の協力隊活動外の所属組織へ波及効果がみられた。 

 

８ 取組を進めていく中での課題・問題点（苦労した点） 

・学業との両立 

学生隊員の本業は学業である。学業を優先しながら隊員活動を充実させるための制度設計が必要。 

・学生隊員の地域への定着 

地域おこし協力隊制度の目的の１つは地域への定住定着である。在任中は市内を拠点とし、活動や通学をしているが、大学卒

業や隊員卒業時に地域に定着できるように支援が必要。 

・地域おこし協力隊員の地域要件 

三大都市圏の都市部や一部条件不利地域又は政令指定都市に住民票を有する学生しか地域要件に該当しない。 

・大学等との連携 

より効果的に隊員活動を展開するには、大学等との連携が必要。 

 

９ 今後の予定・構想 

地方に研究フィールドを求めたり、地方への就職や起業を考える学生はある一定数存在すると考えられる。学生協力隊員制度

は学生時代に地域との関係性を構築し、定着定住を促進するためのモデルケースの 1つとなり得ると思われる。 

 

１０ 他団体へのアドバイス 

地域おこし協力隊制度はその運用について自治体に裁量が大きく委ねられている。地域の実情に合わせて柔軟に

制度設計をすることで、制度を最大限活用できるのではないだろうか。 

 

１１ 取組について記載したホームページ 

筑西市地域おこし協力隊設置要綱 https://www.city.chikusei.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r156RG00001244.html 

筑西市地域おこし協力隊活動費補助金交付要項 https://www.city.chikusei.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r156RG00001245.html 
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